令和８年度第１回自動車検査員教習について
標記について、運輸支局より実施する旨の連絡がありましたので、受講希望者は下記の要領を参照の上お申し込み下さい。

記
１．受付期間　　令和８年５月１１日（月）～５月２２日（金）

２．日　　程　　事前説明会　令和８年６月１１日（木）　１５：００～

　　　　　　　　教　　　習　令和８年６月２３日（火）・２４日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　２５日（木）・２６日（金）
３．教習時間　　９：００　～　１７：００まで

４．試 問 日　　令和８年７月７日（火）

５．受付場所　　山梨県自動車整備振興会　指導・教育部門窓口

６．受講資格　　「指定自動車整備事業業務取扱要領」第１７条（１）に定める者（教習開始日の前日において、整備主任者（二級自動車シャシ整備士の技術検定のみに合格した者を除く。）として１年以上（一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、６カ月以上）の実務経験を有する者）であって、次の各号の一に該当する者。

（１）指定自動車整備事業の指定を受けている事業場に従事している者

（２）指定自動車整備事業の指定を受けようとしている事業場に従事している者

（３）上記（１）及び（２）に勤務を予定している者

なお、直近の整備主任者法令研修を受講していること。

（４）自動車検査員再教習受講通知を受けた者

※過去の教習を受講し試問に不合格になった者は、その教習の開始日か　ら２年を超えない期間内において行われる試問において、１回に限り試問のみを受験できます。

７．申請時にお持ちいただくもの
①申請書２枚（申請書は振興会指導・教育部門窓口にて用意）
②一級又は二級自動車整備士の合格証書番号が確認できる書類
③写真　２枚（４cm×３cm）申請書に貼付

④郵便はがき３枚（申請書の氏名・郵便番号・住所を記入）

⑤自動車整備技能者手帳（法令研修の受講を確認します）

⑥資料代　２６，０００円
　(資料代は関係法令の改正等により変更する場合もあります)

　( 教習資料
   　・指定工場のためのマニュアル　　
・自動車整備関係通達集　　　　　
・自動車検査員必携　　　　　　　
・完成検査の実務　　　　　　　　
・検査員 問題と解説（関東編）　 
・自動車検査用機械器具の構造と取扱
※また振興会において、検査員教習受講者に対し、教習試問対策としての特別講習会を
開催致しますので、合わせてお申し込み下さい。

